仕　様　書
１　業務名称　　　神戸市生活困窮者自立相談支援事業に関する業務
２　契約方法　　　単価契約
　　消費税課税事業者・免税事業者に関係なく、採用単価に数量等を乗じた額の10％の金額を支
払時に加算する（端数があるときは切り捨てる）。
３　単価及び支払方法

　　交通費・社会保険料事業主負担分・その他必要経費等を加味した上で総額を算出したものを　派遣期間の実働日数及び１日の時間数（7.75時間）で除した金額を契約金額とする。

※派遣料金には、交通費の他すべての必要経費を含むこととし、派遣料金以外の支払いは原
則、行わない。
　※やむを得ず出張する場合は、負担した交通費実費について派遣職員から派遣元に報告し、派遣元から派遣料に含めて派遣先に請求する。

※支払方法は一括支払いとし、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払う。
　支払方法は、一括払いとし、派遣事業所からの事業実績の報告と請求書を受け取ってから30日以内に支払う。
４　比較対象労働者の待遇に関する情報
別添「比較対象労働者の待遇に関する情報」のとおり
５　労働者の待遇決定方式
派遣先均等・均衡方式
６　派遣内容

（１）派遣人数　　
東灘区(2.66名)・灘区(2.66名)・中央区(3.66名)・兵庫区(3.66名)・北区(2.66名)
北神区役所(2.66名)・長田区(3.66名)・須磨区(2.66名)・北須磨支所(2.66名)
垂水区(2.66名)・西区(2.66名)
※本事業に係る令和8年度一般会計予算の成立状況によっては、上記人数が変更になることがある。
※なお、相談支援員兼就労支援員自身の居住区域と同一管内の区には原則、配置しないこと。ただし、例えば、北区管内で、北区南部地域に居住し勤務先が北神区役所の場合など、個別に市と協議できることとする。

※各区1名は短時間勤務（週4日×フルタイムまたは週5日×6時間/日）とし、予算上は0.66名分とする。

※原則、相談支援員兼就労支援員を配置することとするが、区・支所の実情に合わせ、相談支援員兼就労支援員ではなく、住居確保給付金の支払い等を行う事務員の配置を依頼する場合がある。
（２）派遣期間　　令和８年４月１日(水)～令和９年３月31日(火)　実働日数　241日間
※神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「土、日、休日」）を除く。
（３）派遣場所
　　　各区保健福祉部生活支援課、北神区役所保健福祉課、北須磨支所生活支援課
（以下、「区」という。）
７　業務内容
＜内容＞
（１）生活困窮者自立支援法（以下、「法」という。）による自立相談支援事業及び住居確保給付金に係る業務

①区の「くらし支援窓口」において、生活困窮者からの相談に幅広く応じ、就労支援やその他の自立に関する課題につき、必要な情報の提供及び助言を行う（地域福祉ネットワーカーとの一体的な支援、訪問活動等を含む）。

②支援対象者に対してアセスメントを行ったうえで、就労準備支援事業・就労訓練事業・家計改善支援事業・居住支援事業・学習支援事業等の支援を検討し、支援計画を策定する。

③支援計画を検討するため、「くらし支援窓口」が支援調整会議を開催し、相談支援員兼就労支援員はこれを補助する。

④支援計画に基づき支援を実施し、支援の経過をモニタリングする。

⑤住居確保給付金にかかる支給事務を行う。
（２）関係機関等との連絡調整

就労準備支援事業・就労訓練事業・家計改善支援事業・居住支援事業・学習支援事業等を委託等により実施する事業所の他、支援対象者に対して様々な支援を実施する関係機関等との連絡調整を行う。

（３）その他、区において発生する業務
＜就業場所＞
神戸市東灘区役所1階生活支援課執務室内（神戸市東灘区住吉東町5-2-1）

神戸市灘区役所1階生活支援課執務室内　（神戸市灘区桜口町4-2-1）
神戸市中央区役所2階生活支援課執務室内（神戸市中央区東町115番地）

神戸市兵庫区役所7階生活支援課執務室内（神戸市兵庫区荒田町1-21-1）
神戸市北区役所6階生活支援課執務室内　（神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1）

神戸市北神区役所5階保健福祉課執務室内（神戸市北区藤原台中町1-2-1北神中央ビル5階）
神戸市長田区役所2階生活支援課執務室内（神戸市長田区北町3-4-3）

神戸市須磨区役所3階生活支援課執務室内（神戸市須磨区大黒町4-1-1）

神戸市北須磨支所5階生活支援課執務室内（神戸市須磨区中落合2-2-6）

神戸市垂水区役所1階生活支援課執務室内（神戸市垂水区日向1-5-1）

神戸市西区役所2階生活支援課執務室内　（神戸西区糀台5-4-1）

＜就業期間＞
令和８年４月１日(水)～令和９年３月31日(火) 
　　※神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号に掲げる本市
の休日（以下「土、日、休日」）を除く。

＜就業時間＞
８：45～12：00、13：00～17：30（実労働時間：１日あたり７時間45分、休憩：１時間）

＜時間外労働＞
可能性あり（時間外労働に対する割増料金は法定どおり）。
８　派遣労働者に関する注意事項
本契約の受注者（以下「受注者」）は本契約にかかる業務を処理するため、次に該当する者を本市の指定する場所に派遣し、業務に従事させなければならない。
（１）相談支援員兼就労支援員の要件

以下の①から③のいずれにも該当する者を配置すること。

①生活困窮者自立支援法の趣旨を理解していること。

②社会福祉の知識を持って、必要な相談・支援業務等を行えること。
③以下のアもしくはイの要件のいずれかに該当すること。なお、イの要件に該当するかは、事前に福祉局くらし支援課と協議すること。

※要件に該当することなどを確認する必要があるため、各区に派遣した際は職員の経歴等を書面により提出すること。

ア 保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における相談業務に１年以上従事している者

イ 相談業務に準ずる業務として福祉局くらし支援課が認める業務に１年以上従事している者

（２）相談支援員兼就労支援員の配置の要件

　　　原則、区において、１名以上の有資格者（※）もしくは、生活困窮者自立相談業務の経験年数３年以上の者を配置すること。

　　　（※）有資格者：社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、社会福祉主事、介護支援専門員、障害者相談支援専門員、介護福祉士のいずれかの資格を保有する者

（３）事務作業が迅速で正確であること。

１）パソコン操作全般において習熟していること。
２）パソコンを使ったデータ取扱い業務ができること。
３）相談支援業務を行うにおいて市民や職員間での必要十分なコミュニケーション能力を有すること。

（４）派遣労働者は、業務の履行に際し、次の事項を遵守しなければならない。
１）不適切な言動がないこと。

２）職員（嘱託員・派遣職員含む）と協調して業務を遂行できること。

３）業務指示者に対し、的確に報告・連絡・相談ができること。

４）機密情報、個人情報の取り扱いを理解し、適切な対応ができること。

５）理由の無い欠勤、遅刻がないこと。

６）本業務を遂行する上で健康状態に支障がないこと。
７）事務所内での喫煙又は火気の使用をしないこと。

８）業務上必要としない場所に立ち入らないこと。又、必要のない設備機器等に触れないこと。

９）定められた時間以外の居残りや、庁舎への立ち入りはしないこと。ただし、本市が事前に承認した場合は、この限りではない。

（５）本業務に従事する派遣労働者は派遣期間を通じて同一の者とするが、受注者及び派遣労働者の都合によりやむを得ず派遣労働者の交代が必要となった場合は、最小限の期間で引継ぎを行うものとする。引継ぎにかかる時間は、本契約の業務時間に含むものとする。具体的な引継ぎの日程については派遣元と派遣先で協議し、決定する。
（６）受注者は、派遣労働者が次の事項のいずれかに該当すると本市職員が判断した場合は、派遣労働者を遅滞なく交代させなければならない。

１）上記「７　業務内容」に定めた業務を行うことができないとき。

２）業務執行にあたって誤りが多いとき。

３）勤務を懈怠するとき。

４）不適切な言動があるとき。
（７）その他確認事項
１）本事業について、厚生労働省のホームページや各団体の研修等により詳細を把握し、生活困窮者自立支援法に関する基礎的な知識を身に着けた上で、業務に従事すること。

２）必要に応じ、厚生労働省等が指定する研修等を受講すること。この場合、研修等にかかる経費については、派遣事業所が負担すること。

３）派遣事業者は、定期的に各区において相談支援員兼就労支援員の就業状況等の把握を行うこと。

４）本事業の実施にあたっては、契約書・国の定める各種規定に基づいて行うものとし、関係法令を遵守するものとする。また、事業運営に必要な資料の作成や報告を求めた場合は、速やかに資料の作成や報告を行うものとする。
９　研修期間

やむを得ない事情により、労働派遣者が交代するに至った場合、下記の定めに基づき、研修期間を設け、円滑な業務引継に努めるものとする。

１）研修期間とは、労働派遣者が交代する予定の日（勤務終了予定日）から遡って、必要と認める最小限の日数とする。具体的な日程については派遣元と派遣先で協議し、決定する。

２）引き継いで交代する新しい労働派遣者の派遣料金、その他の勤務条件については、従前の労働派遣者と同様とする。

３）研修期間内においては、派遣先の責において引き継いで交代する新しい労働派遣者が「研修中」であることをわかりやすく名札等で明示することとする。

４）本人の責によらない事故や急病等、社会通念上、予見できない労働派遣者の交代の場合

については、この限りではない。

10　担当課　　　神戸市福祉局くらし支援課
11　秘密の保持　
受注者及び派遣労働者は業務上知り得た秘密は一切他に漏らしてはならない。
神戸市情報セキュリティポリシーを遵守すること。
　　掲載URL：https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html
12　派遣労働者の待遇
（１）受注者においては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号、以下「労働者派遣法」)・最低賃金法（昭和34年法律第137号）・労働基準法（昭和22年法律第49号）、その他の法令（条例、規則その他の規程を含む。以下同じ。）を遵守しなければならない。
（２）本市は、受注者が上記（１）の一に違反する事実が明らかになったときは、何らの催告なしに、契約を解除することができる。また、本市は受注者に対して、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
13　暴力団等の排除に関する措置

（１）本市は、受注者が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、兵庫県警察本部長（以下「本部長」という。）に対して照会を行うことができる。受注者は、本市の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。

１）受注者が法人その他の団体（以下「法人等」という。）である場合には、当該法人等について暴力団員（暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律(平成3年法律第77号)第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。

２）受注者が個人又は個人事業者である場合には、当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。
３）暴力団員を、相当の責任の地位にある者（役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人）として使用し、又は代理人として選任していること。
４）受注者又はその役員その他経営に実質的に関与している者、若しくは相当の責任の地位にある者等（以下「役員等」という。）が、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団（暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の威力を利用していること。
５）受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。
６）受注者又はその役員等が、暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に下請負を行い、その他当該事業者を利用していること。
７）受注者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

（２）本市は、本部長からの回答又は通報（以下「回答等」という。）に基づき、受注者が前各号の一に該当する事実が明らかになったときは、何らの催告なしに、契約を解除することができる。また、本市は受注者に対して、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
（３）受注者が本条第１項各号の一に該当する旨の回答等を本部長から受けた場合、本市契約事務等から暴力団等を排除するため、本市は、その回答等の内容について、外郭団体等を含む本市の関係部局と情報を共有することができる。
14　受注者の社会保険加入義務

（１）受注者は、次の各号に掲げる届出をしていなければならない。ただし、当該届出の義務がない者を除く。

１）健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

２）厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

３）雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出

（２）本市は、受注者が（１）に掲げる届出をしていないときは、何らの催告なしに契約を解除

することができる。また、本市は受注者に対して、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
15　談合その他不正行為に対する措置
（１）本市は、この契約に関して次の各号の一に該当したときは、何ら催告なしに契約を解除することができる。また、本市は受注者に対して、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
１）受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会の受注者に対する同法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）又は同法第７条の２第１項（同法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）が確定したとき（確定した納付命令が同法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。）。

２）前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令（独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。）により、受注者が、この契約について独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされたとき。

３）確定した排除措置命令又は納付命令により、受注者に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合（この契約が示された場合を除く。）において、当該期間にこの契約の入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。

４）受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者）に対し、刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

５）受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者）に対し、刑法第198条に規定する刑が確定したとき。

６）その他受注者が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。

（２）受注者は、本市が必要があると認めて請求をしたときは、受注者がこの契約に関して前項第１号から第５号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を本市に提出しなければならない。
16　解除権
（１）本市の解除権
本市は、受注者が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる。

１）受注者が契約を履行しないとき、又はその見込みがないとき。

２）受注者又はその使用人が、本市係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。

３）受注者が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。

４）受注者に支払いの停止があったとき、受注者が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は受注者に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始（受注者が株式会社である場合に限る。）若しくは特別清算手続開始（受注者が株式会社である場合に限る。）の申立てがあったとき。

５）受注者が公租公課の滞納処分を受けたとき。

６）受注者が本市に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき。

７）受注者が事業譲渡、事業廃止その他の理由により本業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。

８）受注者が法人等である場合にあっては、受注者が合併、分割又は解散をするとき。

９）受注者が自然人である場合にあっては、受注者が死亡し、若しくは行方不明となり、又は受注者について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。

10）前各号に掲げるもののほか、本市がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
（２）受注者の解除権
受注者は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。

１）契約内容の変更により、契約金額が当初の３分の２以上減少することとなるとき。

２）内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の３分の１以上となるとき。

17　損害賠償等
（１）受注者が契約上の義務の履行をしないとき又は義務の履行ができないときは、本市は、受注者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

（２） 前項の損害賠償金は、契約金額より控除し、神戸市契約規則（昭和39年３月神戸市規則第120号。以下「神戸市契約規則」）第24条に定める契約保証金(又はこれに代わる担保)を充当することにより徴収できる。
（３）本市は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が神戸市に対して有する金銭債権とを相殺することができる。この場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、本市の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。また、相殺の充当の順序は本市が指定することができる。

18　その他
（１）本契約にかかる神戸市契約規則第24条に定める契約保証金は免除する。
（２）この契約又はこの契約に関連して生じた紛争については、本市の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
（３）本契約は次の各号の文書を適用する。なお、次の各号の文書に内容の不一致があった場合の優先順位は次の各号の順とする。
１）本仕様書
２）（個別）契約書
３）基本契約書（受注者が必要とする場合）
（４）本市及び受注者は契約締結後速やかに、業務の履行について打ち合わせを行う。

（５）仕様書等に定めのない事項については、関係法令の定めるところによるほか、必要に応じて、本市及び受注者は信義誠実の原則に従い協議して定めることとする。
※本契約に係る令和８年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は、本契約を締結しないことがある。
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